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　３月。今年はうるう年で一日多いものの、いくら
でも時間が欲しい３月ですね（苦笑）。
　世の中は、年度末でソワソワしている中、我々の
業界は更にソワソワしますね。この業界に入ってか
ら３月はそんなイメージしかありませんが、小学生
の頃は、初恋の人が３月31日生まれで、誕生日会に
呼ばれたことも、誕生日プレゼントを渡したことも
ありませんが、勝手にドキドキしていたことを思い
出します（笑）。
　１日誕生日が違ったら同じ学年ではなかったんだ
なぁとその当時は思っていましたが、大きくなって
から、いわゆる「年齢計算ニ関スル法律」を知り、そ
うではなかったのだなと知りました。
　「年齢は生まれた日を０歳とし生まれた年の翌年
以降、起算日に応答する日の前日が満了するたびに
１歳ずつ加算する」（Wikipediaより）とされていて、
誕生日の前日に年を取るということになります。そ

して、学校教育法第17条第１項において「保護者は、
子の満６歳に達した日の翌日以後における最初の学
年の初めから…就学させる義務を負う」とされてい
ます。この規定に当てはめれば、４月１日生まれの
子はその前日の３月31日に満６歳になることにな
り、結果４月２日生まれから翌年の４月１日生まれ
までがその学年を構成するということになります。
　４月１日生まれの子どもに対して「１日違ってい
たら良かったのに」と思う親も世の中には沢山いる
のだと思います。でもきっと新しいコミュニティ
に行く度に学年の境目の話になったり、エイプリ
ルフールで世の中がニコニコしている日になった
り、なにより年度初めでやる気に満ち溢れた日に
なったり。４月１日は特別な日だと個人的には思っ
ています。
　そんな特別な日まであとひと月。皆様どうか健康
に確定申告の波を乗り越えましょう！
� （制度部　土屋　広高）

お雛さま

ひまわりひまわり

（1）第  292  号名 古 屋 税 理 士 会 昭 和 支 部 報令和 6年 3月１日



講師略歴
　1995年３月　早稲田大学理工学部工業経営学科卒
　2005年３月　�東京大学大学院経済学研究科修士

課程修了
　1995年４月　第一生命保険入社
　1998年４月　日本経済研究センター出向
　2000年４月　第一生命経済研究所経済調査部
　2016年４月より現職

著書
　「高圧経済とは何か」（金融財政事情研究会）　
2023年11月
　「エコノミストの父が、子供たちにこれだけは
教えておきたい大切なお金の話増補・改訂版」（ワ
ニ・プラス）　2023年３月
　「給料が上がらないのは、円安のせいですか？」
（PHP研究所）　2023年１月
　「日本病　なぜ給料と物価は安いままなのか」
（講談社現代新書）　2022年５月
　「経済危機はいつまで続くか　コロナ・ショッ
クに揺れる世界と日本」（平凡社）　2020年10月
　「MMTとケインズ経済学」（ビジネス教育出版
社）　2020年３月
　他多数の著書あり

（注）　�３月は月例集会が休会のため、研修会はあ
りません。

　令和６年１月15日研修

　令和６年１月15日にメルパルクNAGOYAにて
税理士の伊藤俊一氏を講師に迎え、「借地権課税
の基礎 株価に与える影響を含めて」というテーマ
で研修会が行われました。

　令和６年２月８日研修

　令和６年２月８日に天白文化小劇場にてテーマ
１が名古屋国税局総務部税理士監理官 加納一裕
氏を講師に迎え「綱紀監察事例について」、テーマ
２が昭和税務署個人課税部門記帳指導推進官 塚
本祐二氏、昭和税務署資産課税部門国税専門官 森
下博行氏を講師に迎え「令和５年分確定申告の留
意点」というテーマで研修会が行われました。

研　修　案　内

　令和６年４月12日研修

テーマ
　「日本病から抜け出す。今こそ、ヒト、モノへ
の投資が必要な理由」

講師
　第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミスト
　永濱　利廣　氏

研　修　報　告

研　修　部　だ　よ　り
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新年懇親会
が会場を盛り上げ、ビンゴの番号が読み上げられ

る度に会場の皆さんが一喜一憂し、めでたくビン

ゴになった方に景品が授与されると会場の皆さん

が拍手で祝い、大いに沸いたビンゴ大会となりま

した。

　ビンゴ大会のあとは、厚生部より次回６月の支

部研修旅行のお知らせがありました。昨秋の長崎

旅行は大変好評でしたので、次回の支部研修旅行

も期待ができると思います。

　最後に小川令持顧問による中締めの挨拶で懇

親会はお開きとなりました。色々な先生方とお話が

できた貴重な機会となり、２月からの確定申告時期

を乗り越えるエネルギーをいただけたと思います。

� （厚生部　鈴木　恵）

　１月15日（月）メルパルク名古屋コンベンション

ホール瑞雲にて「新年懇親会」が開催されました。

とても解放感のある広い会場で今年も多くの先生

方が参加され、厚生部酒井秀樹部長進行のもと、

鈴木寿枝支部長のご挨拶に続き、吉田浩康顧問に

よる乾杯のご発声で懇親会がスタートしました。

　食事は和食会席で、ぶりしゃぶ、紅鮭のいくら

飯など鮮やかでおいしい料理が並びました。歓談、

食事が進んだところで、広報部による写真コンテ

ストの表彰式が行われました。懇親会会場には表

彰された方の写真が展示され、昨秋の支部行事の

ひとつである長崎への支部研修旅行で撮影された

写真の数々が会場に彩りを添えました。長崎の有

名な稲佐山からの夜景の街並みなど素晴らしい写

真を拝見することができました。個人的には両親

が九州の出身であることから、長崎にも親戚が住

んでいるため懐かしい思いで写真を眺めました。

　懇親会の後半は恒例のビンゴ大会でした。毎年、

景品の品ぞろえがすごいですが、今年はさらに素

晴らしいラインナップで、どの景品も欲しくなる

ものばかりでした。Refaファインバブルや炭酸水

メーカー、衣類スチーマーなど、もらって嬉しい

景品がたくさんありました。半被を着た厚生部員
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天白６班

鈴木　基之
　今回、昭和支部に入会いたしました鈴木基之と
申します。昨年１月に税理士登録をして、これま
では大阪東支部にて所属税理士として勤務してま
いりました。
　出身は岐阜県恵那市ですが、就職の関係でこれ
まで大阪で長く仕事をしてまいりました。大阪では
個人の会計事務所に勤務し、様々な経験をしてま
いりましたが、年齢を重ねてきたことや前職の事務
所の体制変更もあり、地元に近い地域での転職を
検討して、現在の税理士法人に入社した次第です。
　大阪と名古屋ではやり方や考え方が異なること
も多く、今は慣れること、これまで培ってきたこ
とを生かしていけるように頑張っています。
　電子申告や電子納税等については名古屋の方が
進んでおり、むしろリードしている印象がありま
す。これまではそうした点について無頓着な一面
がありましたので、キャッチアップしていけるよ
う努めていきたいと考えています。
　ゆくゆくは顧問先において、そうしたことを生
かしていけるようにしていくのが一つの目標です。
　新しい街に住んで半年近く経過していますが、
日々新しい発見がある毎日です。
　大阪は食い倒れの街として知られていますが、
こちらも非常に魅力的な店が多く、そうした店を
近所で探すのも楽しみの一つです。
　趣味は他に読書や音楽鑑賞です。自分で演奏し
たり、歌ったりするのは苦手ですが、聴くのは好きです。
　今回、研修に参加させていただき、昭和支部の
先生方がそうした新しいことについて挑戦してい
くことに対する強い熱意を感じました。現在の職
場でもそうした点についてどんどん取り入れよう
とする考えであるため、そうした中で自分のこれ
までの経験をどのように生かしていくのかが課題
ではないかと思っています。
　不慣れなことも多いと思いますが、今後ともよ
ろしくお願いいたします。

長久手１班

杉野　真理
　はじめまして。長い受験生活をようやく終えて、
この度、昭和支部に入会することとなりました。
　私は受験生時代は人との交流もあまりなく、自
宅・職場・保育園など決まった場所にしか出入り
しない生活をしておりました。
　早いもので税理士登録して３か月経ちますが、
以前とはかなり状況が変わってきたことに驚かさ
れております。同じ支部の税理士の方と積極的に
交流を取ったりしておりますが、皆さん良い方ば
かりで、自分はとても恵まれている、登録してよ
かった、昭和支部ってなんかいいな、と早くも思
わされております。
　新米ゆえにまだまだ未熟なところもあります
が、諸先輩方を見習い、学ばせていただき、昭和
支部に少しでも貢献できたらと考えております。
　ちなみに私は青森県出身で、愛知県に住んで５
年弱になります。そして家族の都合で長久手市に
引っ越しまして、長久手市は１年半ほどになりま
す（さすがにもうあと引っ越すことはないかと思
います）。支部の方と名刺交換をした時に住所を
見ても距離感がわからず、毎回グーグルマップで
検索して地理を覚えております。今後は支部の活
動に参加しつつ周辺地理も覚えていけたらいい
な、と思っております。
　よろしくお願いいたします。

さくら
メイツ
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　昭和支部の皆様、こんにちは。2020年の登録時
の自己紹介文以来の寄稿となります、西﨑と申し
ます。2023年４月に開業税理士となって初めてと
なった今回の年末年始は、私の地元、愛媛県（松
山市）で家族とのんびり過ごすことができました。
　愛媛県と言えば、道後温泉、今治タオル、みか
んなど、全国的にも有名なものがたくさんあり、
ひとつひとつ熱く語りたい気持ちもあるのです
が、今回は食事編として、郷土料理の「鯛めし」を
ご紹介させていただきます。
　鯛めしの歴史は、古く神功皇后の朝鮮出陣の頃
には作られたと言われております。松山市北条地
区（松山市街地より北、今治市との間に位置する
地域。旧北条市）の鹿島明神に戦勝祈願した際に、
漁師たちから献上された鯛を吉兆と喜び、その鯛
でごはんを炊いて供えたことが始まりと言われて
います（農林水産省ホームページより）。
　愛媛県は東予（今治市や新居浜市など）、中予（松
山市など）、南予（宇和島市など）の３つの地域に
大きく分けられます。東予・中予地域は鯛とご飯
を一緒に炊き込んだ鯛めしが主に食べられてお
り、南予地域ではタレに漬け込んだ生の鯛をご飯
に乗せた鯛めし（いわゆる「宇和島鯛めし」）が主に
食べられています。南予地方は漁場が九州に近く、
漁師が火を使えない船の上でも簡単に作れる料理
として食べたのが始まりと言われています。さら
に、炊き込み式の鯛めしは、人参やしめじなど他
の具材を一緒に炊き込むもの（いわゆる「松山鯛め
し」）と、鯛のみを使ったもの（いわゆる「北条鯛め
し」）とに分けることができます。
　今回の帰省では道後温泉で一泊し、温泉も楽し
んだのですが（現在本館は改修工事中ですが、今
年中に終了予定です）、商店街に降りて散策して
いると、時間のかかる炊き込み式よりも、提供の
早い宇和島鯛めしをメインに取り扱っている店が
比較的多いように感じました（観光雑誌に載って
いるのも宇和島鯛めしの方が多い印象です）。我

が家が利用した店舗も両方の鯛めしがメニューに
ありましたが、もちろん注文したのは「松山鯛め
し」（メニュー名は「鯛釜めし」でしたが、同じも
のです）。20分ほどかかると言われますが、前菜
やじゃこ天など、他の料理を先に頼んでおけば全
く問題ありません。ちょうど何品か食べ終わる頃
に釜めしがやってきました。木蓋を開けると鯛と
出汁の良い香り。鯛はホクホクで、底には香ばし
いおこげも。故郷の味を久しぶりに堪能すること
ができました。皆様も鯛めしを食べられる際には、
是非一度、「松山鯛めし」をご注文ください（もち
ろん、宇和島鯛めしも美味しいですので、食べ比
べも良いですね！）。なお、「北条鯛めし」は北条
地域の店舗でしかおそらく食べることは出来ませ
んが、旧北条市出身の私としては「推し」の郷土料
理ですので、こちらも機会があれば是非ともご賞
味いただきたいと思います。
　蛇足にはなりますが、旧北条市は鯛めしのみな
らず、日本三大荒神輿の一つに数えられる「北条
火事まつり」（神輿を川に投げ込む「神輿みそぎ」
や、古い神輿を階段から壊れるまで投げ落とし、
御神体を取り出す「神輿落とし」が行われます）や、
県指定天然記念物の鹿が生息している「鹿島」と
いった珍しい名物もあります。松山市街地から
車・電車で30分ほどの距離ですので、愛媛県にお
越しの際には目的地候補の一つに入れていただけ
ると嬉しい限りです。

西﨑　恵理
ハマナスの日

～食事編～
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　昨年の秋のこと、北海道・釧路・根室方面へ行っ
てきました。名古屋から道東への旅は１日１便の
名古屋-女満別便を利用します。この便は昼過ぎに
セントレアを出発し夕方到着となります。道東は
日暮れが早いので、女満別空港から美幌峠に行き、
そこで美しい夕焼けを見ることができました。そ
こから初日の宿である川湯温泉までの45分くらい
のドライブが忘れられないものとなりました。
　美幌峠を出発したのは夕暮れ後、夕方６時前だ
というのにあたりは真っ暗です。電灯ひとつない
ので、怖いくらいの暗さで、昼間は観光バスが行
き来するような道だというのに、前からも後ろか
らもほとんど車が来ません。あたりは真っ黒な森
の中、今回の旅行は、私と母（70代）と娘（20代）
でしたので、いつもはのんきな３人も心細くなっ
てしまいました。美幌峠から下ってすぐのところ
で娘が「あ、鹿がいる！」というので道路脇を見
ると鹿がこちらを見ています。「わあ。小鹿もいる。
かわいいね～」と喜んでいたのはわずかの時間で
した。前方遠くに鹿が道を横切っています。驚い
てスピードを落としたのですが、鹿は私の運転す
る車のライトで照らしても動じません。幸いあた
りには他の車がいないので私は車を止め、鹿が通
過するのを待ちました。鹿は親子のグループで行
動するようで１匹目が横切り、次にもう１匹、ま
た１匹とゆっくり私の車の前を横切っていきま
す。私達は「何匹続くんだろうね。後ろから車が
来たら大変だね」と心配しながら見守ります。バッ
クミラーで後方も見ながら、前方の鹿も見守りな
がらじっと待ちました。４匹目の小鹿が通過した
後、しばらく待ったのですがもう次はいないよう
だったので車を出発させました。けれども鹿に出
会ってからのスピードは、それ以前よりずっと遅
く時速40キロから50キロくらい。また鹿が出てき
ても絶対に轢かないように、とゆっくりゆっくり
進みました。車内の音楽もボリュームをおさえ３
人で鹿が出てこないかを見ながら、ハンドルにし
がみつくように前方を見ます。左手には屈斜路湖
が続き、私達はその湖畔の道を川湯温泉に向かっ
て進んでいるはず、なのですが、本当に誰もいな

い上にスピードが出せないので緊張が続きます。
昼間の屈斜路湖は本当に美しい湖ですが、このと
きには恐ろしい場所に思えてなりませんでした。
湖畔と道路の間の道にはその後も何匹も鹿がい
て、私達の車の前を通りがかることが２度あり、
そのたびに車を止めて鹿が通過するのを待ちまし
た。どちらも３匹のグループでした。娘が「鹿の
障害物競争みたいだねえ」と言っています。これ
だけ鹿が多いと本当に一匹も轢かなくて宿に着く
ことができるのだろうか、と不安になってきます。
まもなく宿に到着、という頃、前方にパトカーの
ランプが点滅しているのが見えました。北海道は
スピード違反もよく取り締まりしているので、ま
たまたスピードを落としてそのパトカーの脇を通
過します。ちらりと見るとパトカーの前には車が
おり、その運転手さんとおまわりさんが立って話
をしていたのですが、その前に車に轢かれたらし
い鹿が仰向けになっているではありませんか。あ
とで調べてみたら、鹿を轢いた場合には警察に連
絡しないと保険がおりないということでした。近
年、鹿の事故が増えていて年間4000件を超えると
いうことです。鹿は繁殖期の10月から11月に一番
事故が多く、夕方４時から８時頃が危ないという
ことでした。まだ繁殖期には早かったのになぜだ
か私達は、あの日、大量の鹿たちに遭遇したので
すが、あとで現地の方とお話ししていたところ１
時間弱で３回、鹿が道路を横切って行くというの
はかなり珍しいということです。翌日からのドラ
イブでも鹿をたくさん見たのですが、その後は道
を横切っていくことはありませんでした。今回、
無事、鹿を轢かずに楽しい旅行をすることができ
たことに感謝しています。

淺野　令子
ハマナスの日

～旅行編～

第  292号令和 6年 3月１日 名 古 屋 税 理 士 会 昭 和 支 部 報（6）



各部紹介各部紹介  ～厚生部編～～厚生部編～

・何を所掌している部？
　１．税理士会員及び支部会員の使用人等の福利
厚生に関する事項、２．税理士会員及び支部会員の
使用人等の表彰に関する事項、３．税理士会員等の
慶弔に関する事項、４．支部同好会に関する事項、
５．税理士会員及び支部会員の使用人等の親睦に
関する事項、を所掌しています。
　具体的には支部研修旅行の企画立案・実施運営、
支部の新年懇親会及び夏季懇話会の運営を柱とし
て活動しています。また会員等に慶弔事項が発生し
た際には、ご希望に応じて式等のお手伝いもします。

・部長・部員さんはどんな仕事をしているの？
　支部研修旅行については実施日の数か月前から
打ち合わせをします。過去の実施内容や現在の会
員の層などを考慮しつつ、旅行会社から提出され
た企画案を検討して４案程度に絞り込み、幹事会
へ提出する資料を作成します。充実した内容となる
よう皆で意見を出し合い、企画案に反映させてい
ます。実施日の１週間前頃に最終打ち合わせをし
て当日を迎えます。研修旅行中はツアーコンダクター
みたいなことをしつつ、自分たちも旅行を満喫します。
　新年懇親会及び夏季懇話会では部長部員の誰か
が司会を担当します。新年懇親会恒例のビンゴでは
景品の買い付けも行います。会員等の弔事の際には
通夜や葬儀の受付のお手伝いに行くこともあります。

・部会の雰囲気は？
　打ち合わせの内容が旅行や懇親会などのレ
ジャー関連なので、気楽に和気あいあいと話しな
がら行っています。

・部に入ると何かいいことあるの？
　多くの旅行企画案に目を通しますので、旅館や
観光地などに詳しくなれます！ボツになった案の行
き先が気に入ったため、個人的に旅行された部員
さんもいました。研修旅行中は参加者と長い時間
を過ごしますので、親睦をより深めることが出来ます。
　ビンゴの景品はトレンドを把握しつつ会員さんに

　１月支部例会において、昭和支部慶弔細則
第２条２項により表敬並びに記念品の贈呈を
行いました。
　今後益々のご活躍を祈念いたします。

（敬称略）

〔米寿〕　後藤　好弘　　大村　銑二
　　　　竹内　昭夫

（以上３名）

〔喜寿〕　西塚　一男　　杉野　邦廣
　　　　太田　直寛　　田邉　　豊

（以上４名）

〔古希〕　平井　　睦　　原田　辰夫
　　　　石川　邦男　　長濱　義明
　　　　桒原　健一　　山田　秀夫
　　　　上杉　修平　　亀垣　嘉直
　　　　羽根淵陽子　　稲垣　　正
　　　　青山　泰長　　今村　隆治
　　　　西村　多代

（以上13名）

会員表敬

喜ばれるものを検討して選びますが、自分が欲し
くなって同じものを個人的に購入された部員さん
もいます。良い買い物ができたと喜んでいました。
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【１月の月例集会】
令和６年１月15日（月）
メルパルクNAGOYA
（昭和税務署より連絡事項）
１．令和５年分確定申告期について
２．�令和５年分所得税等の申告書及び青色申告決算
書等の様式改定について 

３．�令和５年分確定申告に係る申告納付期限等につ
いて

４．国税還付金の振込に係る電子通知について
５．�給与所得の源泉徴収票等の法定調書及び合計表
の提出期限について

６．相続税e－Taxの積極的な利用について
７．綱紀監察研修の受講について
８．�申告書等の控えへの収受印日付の押なつ見直し
について

（支部より連絡事項）
　研修部：今後の研修会並びに配布図書について
　税対部：無料相談について
　総務部：今後の予定について

（研修内容）
　テーマ：�「借地権課税の基礎　株価に与える影

響を含めて」
　　　　　講　師：�税理士・１級ファイナンシャ

ルプランニング技能士
　　　　　　　　　伊藤　俊一氏

【２月の月例集会】
令和６年２月８日（木）
天白文化小劇場
（昭和税務署より連絡事項）
１．確定申告関係書類の提出について
　　（１）�電子申告添付書類のイメージデータに

よる提出について
　　（２）�ふるさと納税について
２．確定申告書の書面提出時の留意事項について
３．�所轄税務署変更時における整理番号の取り扱
いについて

４．還付申告に係る訂正申告について
５．口座振替依頼書の提出について
６．�「源泉所得税及び復興特別所得税の納付につ
いてのお願い」の発送について

７．令和６年分所得税の定額減税について

（支部より連絡事項）
　研修部：今後の研修会並びに配布図書について
　広報部：ホームページについて
　税対部：無料相談について
　総務部：今後の予定について

・４月月例集会及び研修会のご案内
日　　時：令和６年４月12日（金）
　　　　　13時30分より
場　　所：天白文化小劇場
研 修 会：�テーマ「日本病から抜け出す。今

こそ、ヒト、モノへの投資が必要
な理由」

講　　師：�第一生命経済研究所経済調査部
　　　　　主席エコノミスト
　　　　　永濱　利廣氏

・３月の月例集会は休会です。

※ZOOMウェビナーで同時配信予定
※月例集会のご案内はメール配信システムに
おいて配信するとともにホームページにも
掲載します。
※今後も様々なご案内をメール配信システム
にてご連絡する可能性がありますので、未
登録の会員の方は早急にご登録いただきま
すようお願い申し上げます。
　　尚、登録の方法がご不明な場合は支部事
務局までお問い合わせください。登録方法
をご案内いたします。
※月例集会等に関しましては、ハイブリッド
（会場とweb配信の混合）で開催しておりま
すので、ご自身の体調やご都合に合わせて
どちらかの方法でご参加ください。

　新型コロナウイルスの発生から約４年が過ぎまし
た。コロナ禍以前から、確定申告期の健康管理には特
に気を配ってきました。この４年間は幸いにも風邪な
どをひくことなく過ごしてきましたが、今年の２月に
初めてコロナに感染しました。確定申告期という最悪
のタイミングで、症状は軽かったものの、それでも予
定の延期などにより仕事に影響が出ました。広報部会
にも出席できず、ご迷惑をおかけしました。コロナが
５類に移行されたとはいえ、感染予防の対策は引き続
き万全に心がけたいと思います。� （松井　圭）

（研修内容）
　テーマ１：「綱紀監察事例について」
　　　　　　講　師：名古屋国税局　総務部
　　　　　　　　　　税理士監理官
　テーマ２：「令和５年分確定申告の留意点」
　　　　　　講　師：昭和税務署
　　　　　　　　　　　個人課税部門　資産課税部門

編集後記

支部からのお知らせ
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